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8月の予定 子育て支援センター

まちからのおしらせ
主な内容

・水道基本料金免除について

・生活応援商品券について

ほか

交通事故に気をつけよう

８月３日(水) すくすく広場

５日(金) 園庭開放

６日(土) 園庭開放

８日(月) 園庭開放

１０日(水) すくすく広場

１３日(土) 園庭開放

１６日(火) 園庭開放

１７日(水) すくすく広場

２０日(土) 園庭開放

２４日(水) すくすく広場

２５日(木) 園庭開放

２７日(土) 園庭開放

３１日(水) すくすく広場

時 間 午前１０時から

(一時保育は午前８時３０分～午後４時３０分)
場 所 いきいきこども館

問合せ 子育て支援センター(いきいきこども館内)
☎ ７８－２１５６

４月から和束保育園の耐震改修工事にともない

いきいきこども館内に支援センターを設けています。

相楽休日応急診療所診療体制

相楽休日応急診療所は予約制になりました

来所される前に、必ず電話連絡をしてください。

受付時間 午前８時３０分～お昼１２時３０分

診療時間 午前９時００分～

場 所 相楽会館内 (京都府山城南保健所となり)
◆８月・９月の診療科目

(急に変更になる場合があります）
８月 ７日(日) 内科
８月１１日(木・祝) 内科
８月１４日(日) 内科
８月２１日(日) 内科・小児科
８月２８日(日) 内科・小児科
９月 ４日(日) 小児科
９月１１日(日) 内科・小児科
９月１８日(日) 内科
９月１９日(月・祝) 内科・小児科
９月２３日(金・祝) 内科
９月２５日(日) 内科・小児科

◆症状によっては診察できない場合や、京都山城

総合医療センターを紹介する場合があります。

受診前には電話でお問い合わせください。

◆問い合わせ 相楽休日応急診療所(相楽会館内）
診療所直通 ☎ (０７７４）７３－９９８８

交通ルールを守って、夏休み期間中、事故のないよ

うにすごしましょう。

・自転車の点検はしっかりと

・自転車の二人乗りはしない

・道路へのとびだしはしない

・信号機は青になってから渡ろう

・歩くときは道路の右側を・・・

・自転車は道路の左側を・・・

ドライバーのみなさんへ

路上駐車は、歩行者の死角や

緊急自動車の通行の妨げになり大きな事故を

おこすことがあります。危険ですのでやめましょう。

毎月１回（第１火曜日）行政相談日を設けてい
ます。気軽にご相談ください。

日 時：令和４年８月２日(火)
午後１時３０分～午後３時３０分

場 所：役場第１相談室
問合せ：総務課 ☎７８－３００１(直通)

行政相談日

夜間証明窓口の終了に伴い、移行期間として、

令和４年７月から令和５年３月までの間は、「マイ

ナンバーカードの申請受付及び交付」の休日窓口

と併せて「休日証明交付」を行います。（予約制）

平日窓口やコンビニ交付等がご利用になれない

場合にご活用ください。

取扱い証明書

住民票・印鑑登録証明書・所得(課税)証明書
評価(公課)証明書・納税証明書(個人分) 等

令和4年8月は、13日と27日
（第２、第４土曜日の午前中）

ご予約は、前日の金曜日まで受け付けます

予約先 税住民課

☎７８－３００５（直通）

「マイナンバーカードの申請受付及び交付」

「休日証明交付」（予約制） のお知らせ
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水道使用基本料金を免除します

～お気をつけください～
※７月分検針時のお知らせ票には通常料金で記載されていますが

請求時は免除後の料金に変更されますので、ご了承ください。
※なお、6月分は通常料金のままです。

○対象者

すべての給水契約者（一般家庭及び事業者）

※官公庁及び区保有地は除きます。

【問合せ先】 和束町役場 建設事業課 上下水道係
Tel : 0774-78-3007（直通） Fax：0774-78-2799
Mail：suidou@town.wazuka.lg.jp

！！注意！！
※超過料金及び下水道料金については免除対象ではありません。
※水道料金全額が免除されるわけではありません。
※申請等は不要です。

和束町では、コロナ禍における原油価格・物価高騰にかかる生活支援対策として、住

民のみなさまの生活や事業者の経済活動を支援するため、水道使用基本料金を令和4年

7月分から免除します。

○対象期間

令和４年7月分～令和5年３月分

※基本料金（2,200円（税抜き2,000円））が

免除になります。

クロスコネクションは禁止されています

クロスコネクションとは、水道の給水管と水道以外の管が接続されていることを言います。また、バ

ルブを設置し、必要に応じて水道水と井戸水などを切替えて使用されているような状態もクロスコネ

クションになります。

クロスコネクションは、山水や井戸水

などが水道管に流入し、水道水質に

悪影響を及ぼすことも考えられるため、

水道法により固く「禁止」されています。

また、大量の水道水が井戸などに流

れ込み、後日高額の水道料金が請求

される場合もあります。

クロスコネクションになっている場合は、町指定給水装置工事事業者へ連絡して、速やかに給水管と水

道以外の管とを切り離し、水道水以外を使用する場合は、水道とは別に専用の蛇口などを設けてください。

問合せ先 建設事業課 ☎７８-３００7(直通)

【クロスコネクションの例】
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茶源郷カフェは物忘れなどが原因で生活に不安のある方やそのご家族が気軽に足を運び

相談し合える場所です。

作品を作ったり交流したり楽しいひと時を過ごしましょう♪

日 時：９月５日（月） 午後１時３０分～３時

場所：和束町社会福祉センター

内 容：木製ティッシュBOX作り
日頃の認知症介護での悩みなど気軽に相談

対象者：町内在住で物忘れが原因で生活に不安がある方や認知症の診断を受けている人と

そのご家族

参加費：無料

申込締切日：８月２５日（木）

申込先：和束町地域包括支援センター（福祉課内）

☎７８－３００６（直通）

和束町子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金のご案内

和束町では、子育て世帯への支援のため多子世帯の居住または三世代の同居・近居に必要な
住宅改修費用等を最大100万円(府外からの移住者は最大200万円)まで補助します。

□対象世帯
①18歳以下の子どもが3人以上属する世帯
➁補助金を申請する年度において、親子又は祖父母が住所変更を行い、同居又は近居する世帯
③子どもの親権者の年収の合算額が750万円未満の者

※近居・同居についての詳細は地域力推進課までご相談下さい。

□補助対象経費

➤リフォーム工事費用
➤住宅購入に伴う仲介手数料
➤賃貸借契約に伴う仲介手数料

□補助額
①リフォーム 上限100万円
➁住宅購入に伴う仲介手数料 上限40万円
③住宅賃貸の仲介手数料 上限5万円
※府外からの移住世帯はそれぞれ
①200万円、➁80万円、③10万円が上限

□補助率：2分の1

※手続きの流れ、必要書類等は和束町ホームページをご覧ください。

【問合せ先】 地域力推進課 ☎７８－３００２（直通）
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和束町国保診療所から診察・休診日のおしらせ
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祝日

月 火 水 木 金８月

上段 午前

下段 午後

診察時間 午前：９時～正午

午後：２時～４時

／線部分は休診となります

※新型コロナワクチン接種や検診、所長の出張・会議などで休診となる

場合があります。急病やお薬などはお電話でご相談ください。

※休診の予定が変更となることもございますので、詳しくはお電話で

お問合せください。

【問合せ】和束町国保診療所 ☎７８－２０２４（直通）

令和4年度茶源郷和束生活応援商品券について

令和４年６月１日時点で和束町住民基本台帳に登録されている方を対象に、令和４年度茶源郷和束生

活応援商品券事業を行っています。令和４年７月上旬に、世帯主様あてに『ゆうパック』で商品券を送付し

ました。中にはご不在等で受け取りが済んでいない方もいらっしゃいます。

８月１日現在、未受取の方の商品券を和束町役場農村振興課で保管しています。まだお受け取りになっ

ておられない方は、身分証明書をご持参の上、平日の８時３０分から１７時１５分の間に役場農村振興課

までお越しくださいますようお願いします。

商品券の使用期限は、令和４年9月30日です。
※期限を過ぎると使用することができなくなります

※商品券はおつりが出ません

【問合せ先】 和束町役場農村振興課 ☎７８－３００８（直通）

診察
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８月６日及び９日は、原爆記念日です。和束町は、昭和６３年６月の町議会の議決を

経て、この地球上に再び広島・長崎のあの惨禍を繰り返させてはならないと世界の人に

訴えるため、「非核・平和都市」を宣言しています。戦争死没者の冥福を祈り、核兵器

の廃絶と世界の恒久平和を祈念して、「ヒロシマ・ナガサキ被爆の実相等に関するポス

ター展」を開きます。

【日程】 ８月１日（月）～３１日（水）期間中終日開催（但し最終日は午後５時まで）

【場所】 役場１階住民ホール

【問合せ先】総務課 ☎７８-３００１

私たちの生活を豊かで楽しいものとするには、政治を良いものにしなければなりません。

良い政治がおこなわれるには、選挙が明るく正しくおこなわれなければなりません。

そこで、児童･生徒のみなさん、町民のみなさんから明るい選挙を推進する上で役立つ

ポスター･標語を募集します。

【ポスター】（対象者）児童･生徒の部 : 府内の小･中･高等学校の児童･生徒

一般の部 : 町内に居住する人

（提出先）児童･生徒の部 : 通学している学校

一般の部 : 和束町選挙管理委員会（役場総務課）

（色・大きさ等）色彩 : 自由

大きさ : 画用紙の四つ切・八つ切

啓発標語 : 自由

【標語】 （対象者）町内に居住する人（児童･生徒を含む）

（提出先）児童･生徒 : 通学している学校

一般 : 和束町選挙管理委員会（役場総務課）

応募用紙は和束町選挙管理委員会（役場総務課内）にあります。

（その他）自作･未発表のもので１人１点に限ります。

【募集期限】 ９月１日（木）

なお、応募作品は明るい選挙を推進するために、ポスター図案、ホームページへの掲載・

展示など各種選挙啓発に使用させていただきます。
【問合せ先】和束町選挙管理委員会 和束町明るい選挙推進協議会（総務課）☎７８-３００１

明るい選挙啓発ポスター・標語募集

「ヒロシマ・ナガサキ被爆の実相等に関するポスター展」実施

－夏のドライブ前には車のチェックをしましょう－

車でのお出かけの際に注意したい３つのポイント

①電装品の使用を控えましょう

エアコンを使う夏場、ブレーキを踏み続ける渋滞中に、電装品を使いすぎるとバッテリー上がりの原因に。

カーステレオなどの過度の使用はひかえましょう。

②燃料は十分に入っていますか？

③タイヤの空気圧は適正ですか？

空気圧が少ないとパンクやバーストの可能性も。燃費も悪くなります。

その他、エンジンオイルやブレーキオイルの残量、ラジエーターの水量、バッテリー液量

ファンベルトの張り具合などの日常点検をおこない、法定点検も受けておきましょう。

お出かけの際は、新型コロナウイルス感染症対策をしっかりとしましょう。

⑤
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16火 1 木

17水 2 金

18木 3 土

19金 4 日

20土 5 月

21日 6 火

22月
東

釜塚
別陽
7 水

23火
南

杣田
木屋
8 木 別所

白栖

24水 9 金 中
湯船

25木 10土

26金
石寺
撰原
下島
11日

27土 12月

28日 13火
原山
園

門前

29月 14水

30火 15木

31水

・すくすく広場(支援セ/10:30～)

・いきいき元気塾(老福セ/13:00～)
・運動教室ピラティス
　(人権ふれあいセンター2階／
　14:00～15:00)

・すくすく広場(支援セ/10:30～)
・町府民税納期限(第２期)
・国民健康保険税納期限(第３期)
・後期高齢者医療保険料納期限
　(第２期)

・人権相談(ふセ/13:30～16:00)
・運動教室ズンバゴールド
　(社セ／13:30～14:30)
・共同浴場無料開放日

・園庭開放(支援セ/10:00～)
・お楽しみ会(こども館/15:30～)
・税住民課休日証明書交付(予約制)
・マイナンバーカード休日臨時窓口
　(予約制)

・シニアライフサポート学級
　(老福セ/10:00～)

・園庭開放(支援セ/10:00～)

・1歳6ヶ月児健診(対象者に個別案内)
・無料交通事故相談
　(木津総合庁舎/9:00～)
・いきいき元気塾(老福セ/13:00～)

・すくすく広場(支援セ/10:30～)
・運動教室ズンバゴールド
　(人権ふれあいセンター2階／
　　　　　　　　　13:30～14:30)

・園庭開放(支援セ/10:00～)
・いきいき元気塾(老福セ/13:00～)

・園庭開放(支援セ/10:00～)
・おかし作り教室
　(こども館/13:00～)
・税住民課休日証明書交付(予約制)
・マイナンバーカード休日臨時窓口
　(予約制)

・園庭開放(支援セ/10:00～) ・園庭開放(支援セ/10:00～)

・行政相談日(役場/13:30～)
・3歳児健診(対象者に個別案内)

・工作教室(こども館/10:00～)
・シニアライフサポート学級
　(老福セ/10:00～)

・すくすく広場(支援セ/10:30～)
・すこやかファイト教室
　(老福セ/13:30～)

・すくすく広場(支援セ/10:30～) ・園庭開放(支援セ/10:00～)

・いきいき元気塾 (老福セ/13:00～)
・運動教室ピラティス
　(社セ／14:00～15:00)

・園庭開放(支援セ/10:00～)
・工作教室(こども館/14:00～)

・園庭開放(支援セ/10:00～) ・いきいき元気塾(老福セ/13:00～)

くらしのカレンダー

8月 ９月

行事案内 行事案内

(時間は24時間表示です)

開室時間

午前 ９：３０～１２：００
午後 １３：００～１６：３０

昼休み １２：００～１３：００

体験交流センター図書室開室日

貸出 水、金、土、日

閲覧 木 休室 月、火

(時間は24時間表示です)
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